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国立大学法人岩手大学契約職員就業規則 

 

平成２８年  ３ 月２９日 制  定  
令和  ５ 年１０月１７日 終改正 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人岩手大学職員就業規則第３条に規定する国立大学法人

岩手大学（以下「岩手大学」という。）に勤務する契約職員の就業に関して必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（契約職員の定義） 

第２条 この規則において「契約職員」とは、３年（労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第１４条第１項各号のいずれかに該当する場合にあっては５年）以内の雇用の期間

を定めて雇用する職員（労働契約法（平成１９年法律第１２８号）第１８条の規定に基

づき期間の定めのない労働契約に転換した者を含む。）であって、勤務時間が１日につ

き７時間４５分勤務し、１週間につき３８時間４５分以内勤務する職員をいう。 

２ この規則において、「プロジェクト」とは、公募型の研究開発及び事業に採択され、

競争的外部資金の提供を受けたもの及びその他岩手大学長（以下「学長」という。）が

認めたものをいう。 

 

（名称） 

第３条 契約職員の名称等は、次に掲げるとおりとする。 

名 称 対 象 職 員 

事務補佐員 

 

事務に関する職務を補佐する職員及びプロジェクトの

事務に関する職務を補佐する職員 

技術補佐員 

 

技術に関する職務を補佐する職員及びプロジェクトの

技術に関する職務を補佐する職員 

特 

任 

教 

員 

特任教授 学術全般において研究協力者として教育研究に従事す

る職員及びプロジェクト等により教育研究に従事する

職員 

 

特任准教授 

特任助教 

 

特任研究員 

 

 

学術全般において研究支援者又は研究協力者として研

究に従事する職員及びプロジェクト等により研究に従

事する職員 

特任専門職員 

 

 

 

 

プロジェクトに関わる研究開発等の運営・管理及び知

的財産等の業務に従事する職員（リサーチアドミニス

トレーター）、各プロジェクトのマネジメント業務に

従事する職員、他各プロジェクト等において専門的業

務に従事する職員 

臨床獣医師 農学部附属動物病院の診療に従事する職員 

愛玩動物看護師  農学部附属動物病院の診療の補助、愛玩動物の世話そ

の他の看護等に従事する職員  
動物看護技術補助員  農学部附属動物病院の看護業務等に従事する職員  

特任教諭  附属学校における授業を担当し、教育に関する職務を

補佐する職員  
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ＩＣＴ支援員 附属学校における教育活動その他の学校運営における

情報通信技術の活用に関する支援に従事する職員 

 
２ 前項の名称のうち特任教員、特任研究員及び特任専門職員については、必要に応じて

学長の定めるところにより名称を付記することができる。  
 

（権限の委任） 

第４条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。 

 

（遵守義務） 

第５条 岩手大学及び契約職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行

に努めなければならない。 

 

 

第２章 採用・退職等 

 

第１節 採用等 

 

（採用） 

第６条 採用は選考によるものとし、学長が採用する。  
２ 採用候補者の年齢は、次の各号に定める年齢を超えないものとする。 

一 特任教員、特任研究員、臨床獣医師 ７０歳 

二 前号以外の契約職員 ６５歳  
３ 岩手大学で任期を付して雇用された一の期間（以下、「有期雇用契約期間」という。）

又は、２以上の有期雇用契約期間を通算した期間（以下「通算契約期間」という。）を

有する者を再び契約職員として採用する場合には労働契約法第１８条第２項に定める

空白期間（以下「空白期間」という。）及び次に掲げる空白期間を経過後に採用できる

ものとする。 

 

直近の有期雇用契約期間又は通算契約期間 空白期間 

２ヶ月以下 １ヶ月以上 

２ヶ月超～４ヶ月以下 ２ヶ月以上 

４ヶ月超～６ヶ月以下 ３ヶ月以上 

６ヶ月超～８ヶ月以下 ４ヶ月以上 

８ヶ月超～１０ヶ月以下 ５ヶ月以上 

１０ヶ月超～ ６ヶ月以上 

 

４ 前項の規定にかかわらず、空白期間を経過していない場合には、直近の有期雇用契約

期間又は通算契約期間と新たな有期雇用契約期間を通算し、第８条第１項及び第２項に

定める雇用期間内においてのみ採用することができる。 

 

（選考に必要な書類） 

第７条 選考に際して必要とする書類は、履歴書のほか、選考する職種に応じて必要とす

る書類を提出させるものとする。 

 

（雇用期間及び更新） 

第８条 雇用期間は、採用日から３年（労働基準法第１４条第１項各号のいずれかに該当

する場合にあっては５年）引き続き雇用する場合であっても原則５年（労働契約法（平

成１９年法律第１２８号）第１８条第２項の規定により通算契約期間に算入しないこと
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とされている期間を除く。）を経過する日までの範囲内で岩手大学が個別契約において

定めるものとする。  
２ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２０年法律第６３号、 

以下「活性化法」という。）第１５条の２第１項第１号及び第２号に該当する職員で  
あって、前項の雇用期間終了後、引き続き雇用を必要とする場合は、当該契約職員の  
労働契約や労働実態などの個別具体的な内容に即して判断する。ただし、雇用を継続  
する場合であっても岩手大学との有期労働契約の期間の始期から１０年（労働契約法  
第１８条第２項の規定により通算契約期間に算入しないこととされている期間及び活

性化法第１５条の２第２項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期

間（以下「通算契約除外期間」という。）を除く。）を超えることはできない。  
３ 前２項の規定にかかわらず、雇用期間の終期は、第６条第２項各号に掲げる年齢に達

する日以後における 初の３月３１日を超えることはできない。  
４ 第６条第３項の規定にかかわらず、岩手大学で有期雇用契約期間又は通算契約期間を

有する者が退職後、空白期間を経過せずに新たに有期雇用契約を締結する場合の通算契

約期間は、第１項及び第２項に規定する雇用期間を限度とする。  
５ 前４項の規定にかかわらず、契約期間満了時に次の各号に該当する場合、契約を更新

しない。  
一 勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがなく、契約職員としての職責を果たし得

ない場合 

二 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合、又は職務に堪えない場合 

三 前２号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合 

四 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮

小又は閉鎖等を行う必要が生じ、かつ、他の職務への転換が困難な場合 

五 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了又は縮小等の事由により、

業務終了せざるを得ない場合 

 

（無期雇用契約への転換） 

第９条 当初の採用日から通算契約期間（通算契約除外期間を除く。）が５年（活性化法

第１５条の２第１項第１号及び第２号に該当する者にあっては１０年）を超える有期雇

用契約を締結する者は、現に雇用されている雇用契約期間満了日までに、学長に対し無

期雇用契約への転換を申し出ることにより、無期雇用契約を締結することができる。無

期雇用契約への転換の申し出は、当該雇用契約期間満了日の３０日前までに行うよう努

めるものとする。  
２ 前項の申出に係る無期雇用契約への転換は、現に雇用されている雇用契約期間が満了

する日の翌日からとする。  
３ 無期雇用契約を締結した契約職員に係る定年は６５歳（特任教員、特任研究員及び臨

床獣医師にあっては７０歳）とし、当該年齢に達した日以後における 初の３月３１日

に退職するものとする。 

 

（労働条件の明示） 

第１０条 学長は、労働契約締結時に次の事項を記載した文書を交付するものとする。 

一 給与（昇給及び賞与の有無を含む。）に関する事項 

二 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

三 労働契約の期間（試用期間を含む。）に関する事項 

四 始業及び就業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休

暇に関する事項 

五 退職（解雇事由を含む。）及び退職手当の有無に関する事項 

 

（試用期間） 

第１１条 試用期間は採用の日から３ヶ月とする。ただし岩手大学が適当と認める場合に
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は、この期間を短縮し、又は設けないことがある。  
２ 試用期間中の契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解雇し、又

は試用期間満了時に本採用しない。 

一 勤務成績が不良なとき 

二 心身に故障があるとき 

三 その他職員として適格性を欠くとき 

３ 試用期間終了時において前項各号のいずれかに該当する可能性があると認められる

ときは、さらに１ヶ月間を限度として、１回に限り試用期間を延長する場合がある。ま

た、試用期間終了時において、改善が認められないと判断される場合には本採用しない。 

４ 試用期間は在職期間に通算する。 

 

第２節 異動 

 

（配置換） 

第１２条 学長は、業務上必要な場合は、契約職員に配置換を命ずることができる。  
２ 前項に規定する配置換を命ぜられた契約職員は、正当な理由がない限り拒むことがで

きない。 

 

第３節 退職及び解雇 

 

（退職） 

第１３条 契約職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職し、契約職員として

の身分を失う。 

一 雇用期間が満了した場合 

二 退職を申し出て学長から承認された場合 

三 死亡した場合 

 

（退職手続） 

第１４条 契約職員は、雇用期間中に自己の都合により退職しようとする場合は、退職を

予定する日の３０日前までに、学長に文書をもって申し出なければならない。  
２ 契約職員は、退職届を提出しても、退職するまではその職務に従事しなければならな

い。  
 

（解雇） 

第１５条 学長は、契約職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、解雇する。 

一 削除 

二 禁錮以上の刑に処せられた場合 

三 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、又はこれに加入した場合 

 

第１６条 学長は、契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することがで

きる。 

一 勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがなく、契約職員としての職責を果たし得

ない場合 

二 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合、又は職務に堪えない場合  
三 前２号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合  
四 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮

小又は閉鎖等を行う必要が生じ、かつ、他の職務への転換が困難な場合  
五 外部資金の受入終了やプロジェクト事業等の業務の完了又は縮小等の事由により、

業務終了せざるを得ない場合 
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（解雇制限） 

第１７条 学長は、前２条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解

雇しない。 

一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０日間 

二 産前産後の女性職員が、第４１条の規定により休業する期間及びその後３０日間 

 

（解雇予告） 

第１８条 学長は、第１５条及び第１６条の規定により契約職員を解雇する場合は、少な

くとも３０日前にその予告をしなければならない。３０日前に予告しない場合は、３０

日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、あらかじめ定められた雇用期

間が２月以内である契約職員を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の認定を受けた

場合は、この限りでない。  
２ 学長は、契約職員が前項の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間におい

て、当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付す

る。  
 

（退職後の責務） 

第１９条 退職した契約職員、又は解雇された契約職員は、岩手大学からの貸与品及び業

務に関して入手した資料等を返還しなければならない。  
２ 退職した契約職員、又は解雇された契約職員は、在職中に職務上知り得た秘密を他に

漏らしてはならない。 

 

（退職証明書） 

第２０条 学長は、退職した契約職員、又は解雇された契約職員が、退職証明書の交付を

請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。 

 

第３章 給与 

 

（給与額） 

第２１条 契約職員のうち、次の名称区分に掲げる職員の給与額については、経験等を考

慮して定める範囲の月額に、国立大学法人岩手大学職員給与規則（以下「給与規則」と

いう。）に定める職員の例に準じた住居手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当の相

当額を考慮した次に掲げる範囲内の月額に基づき、年額により決定する。 

 

名 称 月額の範囲 

事務補佐員 １４０，０００円から３６０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 技術補佐員 

動物看護技術補助員  
特 

任 

教 

員 

 

 

特任教授 

 

４２０，０００円から８７０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 

特任准教授 

 

３３０，０００円から６８０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 

特任助教 

 

２３０，０００円から５４０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 

特任研究員 ２００，０００円から４９０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 臨床獣医師 
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特任専門職員 

 

１７０，０００円から５６０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額 

愛玩動物看護師  １５０，０００円から３８０，０００円までの範

囲で、１０，０００円単位の額  

特任教諭  ２４０，０００円  
ＩＣＴ支援員 

 

２ 通勤手当は、給与規則第２６条に定める職員の例に準じて契約職員に支給する。  
３ 契約職員のうち、プロジェクト要項等により第１項に定める給与決定が行えない場合

には給与は日給とし、給与規則に定める基準に準じて算出された俸給月額相当額を基に

算出した範囲内の額とする。  
４ 前項に定める契約職員については、寒冷地手当、入試手当、期末及び勤勉手当を給与

規則に定める職員の例に準じて支給することができる。  
５ 超過勤務手当は所定の勤務時間を超える勤務（以下「超過勤務」という。）を命ぜら

れた場合には給与規則に定める職員の例に準じて支給する。  
６ 第１項において給与を決定した場合には前項、第４７条、第４８条に規定する勤務１

時間当たりの給与額は、月額を１年間における１月平均所定労働時間数で除して得た額

とする。  
７ 学長が特に必要と認める場合には、前６項の規定にかかわらず、給与額を決定するこ

とができる。  
 

（計算期間） 

第２２条 前条第１項の規定により給与額を決定された契約職員の年俸の計算期間は、原

則として毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間とし、年俸の１２分の１の額

（以下「年俸月額」という。）を毎月支給する。ただし、当該契約職員が雇用期間の途

中で退職したときは、給与規則第６条第４項に定める職員の例に準じて支給する。  
２ 前条第３項の規定により給与額を決定された契約職員の計算期間は、支払月の前月の

初日から末日までとする。  
３ 給与等の支給日は職員に準ずる。 

 

（退職手当） 

第２３条 退職手当は支給しない。 

 

（給与の支払） 

第２４条 給与の支払は、給与規則第５条に定める職員の例に準じて行う。 

 

 

第４章 服務 

 

（誠実義務） 

第２５条 契約職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行しなければならない。 

 

（職務専念義務） 

第２６条 契約職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、職務上要求され

る注意力をその職責遂行のために用い、岩手大学の職務に従事しなければならない。 

 

（職務専念義務免除期間） 

第２７条 契約職員は、関係法令に定められている期間のほか、次に掲げる期間において
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は、職務専念義務を免除される。 

一 勤務時間内レクリェーションに参加することを承認された期間  
二 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間  
三 勤務時間内に妊娠中の契約職員及び産後１年を経過しない契約職員（以下「妊産婦

である契約職員」という。）が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１０条に

規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けること、及びその指導

を守ることができるための勤務時間の変更や業務軽減等の措置のために勤務を要し

ないことを承認された期間  
四 その他岩手大学が必要と認めた期間 

２ 契約職員は、前項各号の期間については、あらかじめ学長の承認を得なければならな

い。  
３ 業務に専念することの義務を免除された期間については、勤務したものとみなす。 

 

（遵守事項） 

第２８条 契約職員は、次の事項を守らなければならない。 

一 上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行すること。 
二 正当な理由なく勤務を欠かないこと。  
三 職場の内外を問わず、岩手大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の

不名誉となるような行為をしないこと。  
四 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。  
五 常に公私の別を明らかにし、その職務を私的利用のために用いないこと。  
六 岩手大学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。 
七 その他大学の機能を阻害する行為をしないこと。 

 

（研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則） 

第２９条 契約職員は、研究活動における不正が起こらない環境を保持するため次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。 

一 不正行為を行わないこと。  
二 不正行為に加担しないこと。  
三 不正行為を第三者にさせないこと。  

 

（経費の不正使用防止に関する規則） 

第３０条 契約職員は、不正使用が起こらない環境を保持するため、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

一 関係法令、本学の規則等を遵守し、高い倫理性を保持し、清廉性をもって、行うよ

う努めなければならない。 

二 不正使用の防止に自ら取り組まなければならない。 

三 経費不正使用防止教育を受けるとともに、前２号に定める事項を約するため、誓約

書を学長に提出しなければならない。 

四 不正使用に係る調査に協力しなければならない。 

 

（ハラスメントの防止等に関する規則） 

第３１条 ハラスメントの防止等に関する措置は、国立大学法人岩手大学ハラスメント防

止規則による。 

 

 

第５章 勤務時間、休日、休暇等 

 

（勤務時間等） 

第３２条 契約職員の所定の勤務時間は、１日７時間４５分、１週３８時間４５分以内と
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し、始業・終業の時刻及び休憩時間（以下「勤務時間等」という。）を次のとおり定め

る。 

イ 始業時刻 ８時３０分 

ロ 終業時刻 １７時１５分  
ハ 休憩時間 １２時００分から１３時００分まで 

２ 学長は、前項の規定にかかわらず、業務上必要な場合は、所定勤務時間の範囲内にお

いて、勤務時間等を変更することができる。  
３ 特任教員、特任研究員及び特任専門職員のうち労使協定で定める者は、専門業務型裁

量労働制を適用し、当該教員が行う職務の遂行の手段及び時間配分の決定等について

は、当該教員の裁量に委ねるものとする。  
４ 前項のほか、専門業務型裁量労働制に関する必要な事項は、労働基準法第３８条の３

第１項に基づく労使協定に定めるところによる。 

 

（休日） 

第３３条 契約職員の休日は、次のとおりとする。 

一 日曜日  
二 土曜日  
三 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日  
四 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの日、前３号に該当する休日を除

く。）  
 

（所定勤務時間以外の勤務） 

第３４条 契約職員は、業務の都合上必要があると認められる場合は、超過勤務を命ぜら

れることがある。  
２ 妊娠中又は出産後１年を経過しない契約職員若しくは３歳に満たない子を養育する

契約職員から請求があった場合は、前項に規定する超過勤務を命じないものとする。  
３ 中学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う契約職員が申し出た場合には、１月に

２４時間、１年に１５０時間を超えて超過勤務を命じないものとする。 

 

 （出退勤の手続き） 

第３４条の２ 契約職員の出勤及び退勤の手続きは、国立大学法人岩手大学職員の勤務時

間、休日及び休暇等に関する規則（以下「勤務時間等規則」という。）第１４条の規定

を準用する。  
 

（有給休暇の種類） 

第３５条 契約職員の有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

 

（年次休暇） 

第３６条 契約職員の年次休暇は、勤務時間規則第１６条の規定を準用する。 

 

（年次休暇の届出） 

第３７条 契約職員の年次休暇の届出は、勤務時間規則第１７条の規定を準用する。 

 

（年次休暇の単位） 

第３８条 契約職員の年次休暇の単位は、勤務時間規則第１８条の規定を準用する。 

 

（病気休暇） 

第３９条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場

合、一の年度において１０日以内の範囲とする。 
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（病気休暇の手続） 

第４０条 契約職員の病気休暇の手続は、勤務時間規則第２０条の規定を準用する。 

 

（特別休暇） 

第４１条 契約職員の特別休暇は、勤務時間規則第２１条の規定を準用する。 

 

（特別休暇の手続） 

第４２条 契約職員の特別休暇の手続は、勤務時間規則第２２条の規定を準用する。 

 

（特別休暇の単位） 

第４３条 契約職員の病気休暇及び特別休暇の単位は、勤務時間規則第２３条の規定を準

用する。 

 

（無給の休暇） 

第４４条 契約職員が第３９条の規定による病気休暇取得後も引き続き療養のために勤

務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要 小限の期間無給の休暇を与え

るものとする。 

 

（育児休業等） 

第４５条 契約職員は、申出時点において子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」とい

う。）（第８項の規定に基づく育児休業の適用にあっては１歳６ヶ月に達する日）を超

えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は、その養育する子が１歳到達日までの

期間において育児休業を２回まで分割して取得することができる。ただし、次項に規定

する育児休業及び雇用期間の末日を育児休業期間の末日として取得する育児休業（契約

職員が雇用を更新され又は引き続き本学に採用されることに伴い取得する育児休業に

限る。）は、この取得回数に含まないものとする。  
２ 前項に規定する育児休業とは別に、子の出生後、勤務時間等規則第２１条第７

号の規定による特別休暇を取得していない契約職員は、子の出生の日から起算し

て８週間を経過する日の翌日（５７日間）までの必要な期間、育児休業を２回ま

で分割して取得することができる（以下「子の出生後８週間以内の育児休業」と

いう。）ものとし、その取得にあたっては、子の出生日から起算して８週間と６

月を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる契約職員に限るも

のとする。 

３ 第１項に該当し、配偶者が育児休業中の契約職員は、次の各号に掲げる場合を除き、

その養育する子が１歳２ヶ月に達する日までの期間において育児休業を取得すること

ができる。 

一 育児休業開始予定日が、子の１歳到達日の翌日後である場合  
二 育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合 

４ 第１項及び前項の育児休業の申出は、当該育児休業開始予定日の前日から起算して１

月前の日までに育児休業申出書により申し出るものとし、申出の期間は当該雇用期間の

末日までの期間とする。  
５ 第２項の子の出生後８週間以内の育児休業の申出は、当該育児休業開始予定日の前日

から起算して２週間前の日まで育児休業申出書により申し出るものとする。  
６ 育児休業中の契約職員は、雇用が更新される際、引き続き育児休業を希望する場合に

は、再度申し出るものとする。  
７ 育児休業中の契約職員又は配偶者が育児休業中の契約職員は、次の各号に掲げるいず

れかの事情がある場合で、子の１歳の誕生日以降、本項に該当する育児休業を取得した

ことがない場合は、子の１歳の誕生日から１歳６ヶ月に達するまでの間で必要な日数に

ついて育児休業を取得することができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子

の１歳の誕生日又は、第３項に該当して育児休業中の場合で、その末日が子の１歳到達
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日以降である場合はその末日の翌日若しくは、配偶者が本項に相当する育児休業を行う

場合は、その末日の翌日以前の日に限るものとする。 

一 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合  
二 契約職員の配偶者であって育児休業又は育児時間の対象となる親であり、１歳以降

育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育すること

が困難になった場合  
８ 育児休業中の契約職員又は配偶者が育児休業中の契約職員は、次の各号に掲げる

いずれかの事情がある場合で、子の１歳６ヶ月の誕生日以降、本項に該当する育児

休業を取得したことがない場合は、子が１歳６ヶ月に達する日の翌日から２歳に達

する日までの間で必要な日数について育児休業を取得することができる。なお、育

児休業を開始しようとする日は、子が１歳６ヶ月に達する日の翌日又は、配偶者が

本項に相当する育児休業を行う場合は、その末日の翌日以前の日に限るものとする。 

一 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合  
二 契約職員の配偶者であって育児休業又は育児時間の対象となる親であり、１歳６ヶ

月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育す

ることが困難になった場合  
９ 前２項の規定による育児休業の取得は、第７項にあっては、子の１歳の誕生日の

前日から起算して２週間前の日までに、第８項にあっては、子が１歳６ヶ月に達す

る日から起算して２週間前の日までに育児休業申出書により申し出て行うものとす

る。 

１０ 育児休業の期間に係る給与は、次の各号によるものとする。 

一 育児休業の期間については、給与を支給しない。 

二 第２１条第３項において給与を決定した契約職員においては、給与規則第４１条第

１項及び第４２条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている契約職

員のうち、次に掲げるものに該当する契約職員については第１号の規定にかかわら

ず、当該基準日に係る期末及び勤勉手当を支給することができる。 

イ 給与規則第４１条第１項に規定するそれぞれの基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間（別に定めるこれに相当する期間を含む。）がある契約職員  
ロ 給与規則第４２条第１項に規定するそれぞれの基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間がある契約職員 

１１ 契約職員の育児休業については、前各項に定めるところによるほか、国立大学法人

岩手大学職員育児休業等に関する規則（以下「育児休業規則」という。）を準用する。 

 

（介護休業等） 

第４６条 契約職員は、申出時点において第３項に規定する介護休業開始予定日から起算

して９３日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる場合は、国立大

学法人岩手大学職員介護休業等に関する規則（以下「介護休業規則」という。）第２条

に規定する要介護者１人につき、要介護状態に至るごとに、通算して９３日の期間内に

おいて必要な期間、介護休業を取得することができる。 

２ 前項に定める介護休業期間は、一の要介護状態ごとに、３回まで分割することができ

る。  
３ 前項の介護休業の申出は、当該介護休業開始予定日の前日から起算して１週間前の日

までに介護休業申出書により申し出るものとし、申出の期間は当該雇用期間の末日まで

の期間とする。  
４ 介護休業中の契約職員は、雇用が更新される際、引き続き介護休業を希望する場合に

は、再度申し出るものとする。  
５ 介護休業の期間に係る給与は、次の各号によるものとする。 

一 介護休業の期間については、給与を支給しない。  
二 第２１条第３項において給与を決定した契約職員においては、給与規則第４１条第

１項及び第４２条第１項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている契約職
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員のうち、次に掲げるものに該当する契約職員については第１号の規定にかかわら

ず、当該基準日に係る期末及び勤勉手当を支給することができる。 

イ 給与規則第４１条第１項に規定するそれぞれの基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間（別に定めるこれに相当する期間を含む。）がある契約職員  
ロ 給与規則第４２条第１項に規定するそれぞれの基準日以前６月以内の期間にお

いて勤務した期間がある契約職員 

６ 契約職員の介護休業については、前各項に定めるところによるほか、介護休業規則を

準用する。 

 

（育児時間） 

第４７条 契約職員は、当該契約職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた

め、勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日につき２時間（勤務時間規則第２１条に

規定する保育時間を承認されている契約職員については、２時間から当該保育時間を減

じた時間）を超えない範囲内で、３０分を単位として行う育児時間の適用を受けること

ができる。  
２ 育児時間の期間に係る給与については、その勤務しない１時間につき、当該契約職員

の勤務１時間当たりの給与額を減額する。  
３ 契約職員の育児時間については、前２項に定めるところによるほか、育児休業規則を

準用する。  
 

（介護部分休業等） 

第４８条 契約職員は、要介護者を介護するため、勤務時間の始め又は終りにおいて、１

日を通じて４時間を超えない範囲内で、１時間を単位として行う介護部分休業の適用を

受けることができる。  
２ 介護部分休業の適用を受けることができる期間は要介護者１人につき、介護部分休業

の適用開始の日から３年の間で２回までの範囲内とする。  
３ 介護部分休業の期間に係る給与については、その勤務しない１時間につき、当該契約

職員の勤務１時間当たりの給与額を減額する。  
４ 職員は、要介護者を介護するため、第３４条の規定にかかわらず、超過勤務をさせな

い措置の適用を受けることができる。  
５ 契約職員の介護部分休業については、第４６条第３項及び第４項に定めるところによ

るほか、介護休業規則第１２条及び第１３条の規定を準用する。 

 

 

第６章 研修 

 

（研修） 

第４９条 契約職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加

を命じられた場合には、研修を受けなければならない。 

 

 

第７章 賞罰 

 

（表彰） 

第５０条 学長は、契約職員が岩手大学の業務に関し特に功労があって他の模範とするに

足りると認められるときは、これを表彰する。 

 

（懲戒） 

第５１条 契約職員の懲戒については、国立大学法人岩手大学職員懲戒規則を準用する。 
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（訓告等） 

第５２条 前条の規定による懲戒を行うに至らない程度である者についても、服務を厳正

にし、規律を保持する必要があるときは、訓告又は厳重注意を文書等により行う。 

 

（損害賠償） 

第５３条 契約職員が故意又は重大な過失によって岩手大学に損害を与えた場合は、第５

１条又は前条の規定による懲戒等の処分を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償さ

せるものとする。 

 

 

第８章 安全衛生 

 

（安全管理及び衛生管理） 

第５４条 契約職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法（昭和４７年

法律第５７号）及びその他の関係法令のほか、学長の指示を守るとともに、岩手大学が

行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。  
２ 学長は、契約職員の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならな

い。  
３ 契約職員の安全管理及び衛生管理について必要な事項は、別に定める国立大学法人岩

手大学職員安全衛生管理規則による。 

 

 

第９章 母性保護措置 

 

（妊産婦である契約職員の就業制限等) 

第５５条 学長は、妊産婦である契約職員を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせ

てはならない。 

 

(妊産婦である契約職員の健康診査) 

第５６条 学長は、妊産婦である契約職員が請求した場合には、その者が母子保健法第１

０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるために勤務し

ないことを承認しなければならない。 

 

(妊産婦である契約職員の業務軽減等) 

第５７条 学長は、妊産婦である契約職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、

又は他の軽易な業務に就かせなければならない。  
２ 学長は、妊娠中の契約職員が請求した場合において、その者の業務が母胎又は胎児の

健康保持に影響があると認めるときは、当該契約職員が適宜休息し、又は補食するため

に必要な時間、勤務しないことを承認しなければならない。  
３ 学長は、妊娠中の契約職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機

関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時

間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と

される時間、勤務しないことを承認しなければならない。 

 

 

第１０章 出張 

 

（出張） 

第５８条 契約職員は、業務上必要がある場合は、出張を命ぜられる場合がある。  
２ 出張を命ぜられた契約職員が帰任したときは、速やかに、上司に報告しなければなら
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ない。 

 

（旅費） 

第５９条 前条の出張を命ぜられた場合の旅費に関して必要な事項は、国立大学法人岩手

大学旅費規則による。 

 

 

第１１章 災害補償 

 

（業務上の災害） 

第６０条 契約職員の業務上の災害による補償については、労働基準法、労働基準法施行

規則（昭和２２年厚生労働省令第２３号）及び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律

第５０号。以下「労災法」という。）の定めるところによるほか、別に定める国立大学

法人岩手大学職員法定外災害補償規則(以下「法定外補償規則」という。）による。 

 

（通勤途上の災害） 

第６１条 契約職員の通勤途上の災害による補償については、労災法の定めるところによ

るほか、別に定める法定外補償規則による。 

 

 

第１２章 社会保険 

 

（社会保険） 

第６２条 契約職員の社会保険については、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及

び国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）の定めるところによる。ただし、

第２１条第３項により給与を日給で決定された契約職員の社会保険については、雇用保

険法（昭和４９年法律第１１６号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及

び国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）の定めるところによる。 

 

 

第１３章 福利厚生 

 

（福利厚生） 

第６３条 学長は、契約職員の福利厚生の充実に努めるものとする。 

 

 

第１４章 知的財産権 

 

（知的財産権） 

第６４条 知的財産権について必要な事項は、別に定める国立大学法人岩手大学職務発明

規則による。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則は、平成２８年４月１日以降に採用される契約職員から適用し、施行日の前

日から引き続き雇用される契約職員については、第３条、第９条、第１５条、第１６条、

第２１条、第２２条、第２４条、第３５条から第４４条、第６２条を除き、なお、従前
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の例による。  
３ 第３条の適用に当たっては、第６項に定める廃止前の規則に定めるプロジェクト事務

補佐員は事務補佐員、プロジェクト技術補佐員は技術補佐員、プロジェクトマネージャ

ーは特任専門職員、学術研究員は特任研究員とそれぞれ読み替えるものとする。  
４ 第３６条の適用に当たっては、施行日の前日から引き続き在職している第６項に定め

る廃止前の規則に定める事務補佐員のうち、６年以上の雇用期間がある契約職員につい

ては、なお、従前の例による。  
５ 第３９条の適用に当たっては、施行日の前日から引き続き在職している第６項に定め

る廃止前の規則に定めるフルタイム職員のうち、特任教員、特任研究員及びプロジェク

トマネージャーにあっては、前項の規定にかかわらず勤務時間規則第１５条から第２３

条までの規定（第１９条ただし書き及び第２項から第５項の規定を除く）を適用する。 
（国立大学法人岩手大学非常勤職員就業規則等の廃止）  

６ 国立大学法人岩手大学非常勤職員就業規則（平成１６年４月１日制定）及び国立大学

法人岩手大学プロジェクト職員就業規則（平成１９年３月２０日制定）は、廃止する。 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。  
２ 第４６条及び第４８条の適用に当たっては、国立大学法人岩手大学非常勤職員就業規

則（平成２８年３月３１日廃止）の適用を受ける職員で施行日に在職する職員について

も適用する。  
（経過措置） 

３ 改正後の第４６条第２項の規定については、施行日において介護休業を取得している

者が承認された介護休業期間の残余期間の分割取得を申し出た場合についても適用で

きるものとする。  
 

附 則 

この規則は、平成２９年１１月２８日から施行し、平成２９年１０月１日から適用

する。 

 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和４年１０月１１日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、令和５年１０月１７日から施行する。 


